
 

 

ロゴ使用ルール 

１．はじめに 

弥生のロゴ使用ルール（以下「ロゴ使用ルール」）は、弥生株式会社（以下「当社」）が提供

する「弥生会計」等各種製品・サービス（以下「当社製品・サービス」）に関する商標、サ

ービス名、ロゴタイプ、及びその他ロゴ、並びに各種サービスのロゴ使用ガイドライン（以

下「ガイドライン」）で定めるマーク等（以下総称して「当社ロゴ」）の使用に関する基本ル

ールを定めたものです。 

 

当社ロゴの使用を希望する法人又は個人事業主の方（以下総称して「ロゴ使用者」）は、ロ

ゴ使用ルールに定められた範囲内で、ガイドラインを遵守する場合に限り、別途当社から許

諾を得ることなく、当社ロゴを無償で使用することができます。 

なお、ロゴ使用者は、当社ロゴの使用にあたり、ロゴ使用ルール及びガイドラインに同意す

るものとします。 

 

２．権利帰属 

当社ロゴに関する一切の権利（著作権、商標権等含む）は、すべて当社に帰属します。 

 

３．使用目的 

ロゴ使用者は、以下の場合に限り、当社ロゴを使用することができます。 

（１）当社製品・サービスの紹介を目的として使用する場合（メディア掲載等） 

（２）当社と提携関係にあるロゴ使用者が、当該提携又はこれに関連する企画等において、

当社の許諾を得た上で当社ロゴを使用する場合（協業キャンペーン、販促企画等） 

 

 

４．禁止行為 

当社ロゴの使用にあたり、以下の行為又はそのおそれのある行為をすることを禁止します 

 

（１）別途当社の許諾を得ることなく、「３．使用目的」に定める使用目的以外に当社ロゴ

を使用すること。 

（２）当社ロゴを変形、加工、又は改変すること。 

（３）当社ロゴを他社の商品名、サービス名、商標、ロゴ（以下総称して「商標等」）、若し



 

 

くは企業名等の一部として使用すること、又は他社の商標等と区別できない態様で使用す

ること。 

（４）別途当社の許諾を得ることなく、当社と何らかの雇用関係、提携関係、パートナーシ

ップ関係等があること、又は当社による承認・後援・推奨等を示唆するような方法で当社ロ

ゴを使用すること。 

（５）当社並びにグループ会社又はそのサービスに関して、信用・信頼・イメージを毀損、

誹謗中傷又はその評判を貶めるような方法で当社ロゴを使用すること。 

（６）違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する内容の媒体等で

当社ロゴを使用すること。 

（７）その他、当社が当社裁量において不適切と判断する方法で当社ロゴを使用すること。 

 

５．ロゴ使用者の責任 

当社は、ロゴ使用者がロゴ使用ルール若しくはガイドラインに違反して当社ロゴを使用し

ていると認めた場合、又は当社裁量で必要と判断した場合、ロゴ使用者に対して、当社ロゴ

の使用停止、その他の当社が必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとし

ます。 

ロゴ使用者は、当社ロゴを使用したことに起因して（当社がかかる使用を原因とするクレー

ムを第三者より受けた場合を含む）、当社が直接的又は間接的に何らかの損害（弁護士費用

の負担を含む）を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりま

せん。 

 

６．免責 

当社は、当社ロゴに起因してロゴ使用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負い

ません。 

 

７．ロゴ使用ルール及びガイドラインの変更 

当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめ通知することなく、いつでも、ロゴ使用ル

ール及びガイドラインを変更することができます。変更後のロゴ使用ルール及びガイドラ

インは、当社ウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものと

し、ロゴ使用者は、変更後も当社ロゴを使用し続けることにより、変更後のロゴ使用ルール

及びガイドラインに同意をしたものとみなされます。 

 



 

 

８．準拠法及び裁判管轄 

（１）ロゴ使用ルールの準拠法は日本法とします。 

（２）当社ロゴに起因し又はこれに関連してロゴ使用者と当社との間に生じた紛争につい

ては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

９．お問い合せ 

ロゴ使用ルール「３．使用目的」の（2）に該当する場合、及び、その他ガイドライン又は

ロゴ使用ルールに記載されていない方法で当社ロゴの使用を希望する場合は、必ず事前に

お問い合せください。（ご希望する使用イメージ、デザイン等の視覚的なサンプルを合わせ

てご連絡ください。） 

 

お問い合せ：弥生株式会社 パブリックリレーションズ pr@yayoi-kk.co.jp 
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